
1/2 

【横浜市教育委員会】会計年度任用職員（学校カウンセラー育休代替職員・ 

教育総合相談センター勤務）募集要項（令和８年２月１日採用・月額職） 

 

１ 募集内容 

募集人数 １名 

応募要件 

(1) 地方公務員法第 16条等に定める採用に関する欠格事由に該当しないこと 

※欠格事由については申込書で確認してください。 

(2) 令和８年２月１日現在、臨床心理士、公認心理師、学校心理士等の心理に関する

資格を有する者 

(3) 教育機関等での相談経験を有する者が望ましい 

 

２ 勤務条件等 

身  分 地方公務員法第 22条の２に基づく一般職 

職務内容 

(1) 児童・生徒、保護者に対する相談・助言 

(2) 児童・生徒に対するアセスメントと職員に対するコンサルテーション 

(3) 校内教育相談体制についての情報共有と助言 

(4) 要請に応じて校内ケース会議、いじめ防止対策委員会への参加 

(5) 心理に関する研修等の実施 

(6) その他、教育総合相談センターにおいて必要と認められること 

※大規模災害発生時に災害対応の補助的業務に従事いただくことがあります（勤務

時間内のみ）。 

任用期間 

令和８年２月１日～令和８年３月 31日 

※育児休業職員の代替としての任用のため、育児休業期間が延長になった場合で、

かつ能力実証の結果が良好である場合は再度任用することがあります。 

また、地方公務員法が適用されるため、条件付での採用となり、採用後、１月間

の勤務日数が 15日を満たさない場合は条件付採用期間が延長される可能性があ

ります。 

勤 務 日 
平日のうち週４日勤務（勤務日については、月の初めに所属長が指定します） 

（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を除く） 

勤務時間 
午前８時 45分から午後５時 15分まで 

休憩時間：所属長の指定する１時間 

勤務場所 
教育総合相談センター 

（横浜市役所（横浜市中区本町 6-50-10）） 

報  酬 

月額 293,900円（令和７年度実績）（当月払い・毎月 21日） 

※報酬額については、制度改正等により変更となる場合があります。また、任用期

間中に改定される場合があります。 

※通勤費用（実費相当額）を別途、横浜市基準により支給 

休  暇 年次休暇、病気休暇等 

社会保険 雇用保険に加入（健康保険及び厚生年金保険は加入対象外） 

※その他勤務条件等は、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定に基づきます。 

 

３ 応募方法 

応募書類 

次の(1)～(5)の書類に必要事項を記入のうえ、御提出ください。 

(1) 会計年度任用職員申込書 

※選考時の連絡にも使用するため、電話番号は平日の日中に連絡可能なものをご記入ください。 

(2) 応募資格を証明するもの（資格認定証等の写し） 
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(3) 作文用紙 【作文テーマ】「教育支援センターでの心理的支援におけるスクール

カウンセラーの役割」 

(4) 面接希望日記入用紙 

(5) 結果通知用封筒 

（長３封筒に 110円切手を貼り、宛先に自分の住所、氏名を記入したもの） 

※応募にあたっては、所定の様式を使用してください。 

※職務経歴は全てご記入ください。書ききれないときは別紙を添付してください。 

※手書きの場合、鉛筆（消えるボールペン含む）は使用不可とします。 

※御提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめ御了承ください。 

提 出 先 

〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 14階 

横浜市教育委員会事務局不登校支援・いじめ対策課 採用担当 三木 宛 

※ 封筒表面に赤字で「教育総合相談センターカウンセラー選考申込書在中」と記載

し、「簡易書留扱」で郵送 

提出期限 令和７年 12月９日（火）【必着】 

 

４ 選考方法 

一次選考 

選考方法 書類選考 

結果の通知 合否に関わらず、令和７年 12月中旬に郵送で通知します。 

二次選考【一次選考合格者のみ実施】 

選考方法 個人面接 

日  程 
令和７年 12月 22日（月）、12月 25日（木）のいずれか 

※面接の詳細は一次選考結果通知にて選考対象者にお知らせします。 

会  場 対面の場合は横浜市役所内 会議室（横浜市中区本町 6-50-10）にて実施 

結果の通知 合否に関わらず、令和８年１月中旬以降に郵送で通知します。 

 

５ 個人情報の取扱い 

提出された書類及びそれに記載された個人情報は、今回の募集・採用の目的のみに使用し、当該書類の

行政文書としての保存期間が満了した後、速やかに廃棄します。 

ただし、採用された方の個人情報については、任用期間中も雇用管理の目的で使用するものとし、任用

終了後は、同様に保存期間が満了した後、速やかに廃棄します。 

 

６ 問合せ先 

横浜市教育委員会事務局 不登校支援・いじめ対策課 担当：三木 

TEL：045-671-3384 

Ｅメール ky-futokoshien@city.yokohama.lg.jp 


